
 

宇津雅美の行った保身のための従業員の切り捨て行為 

 

2025 年 5 月 20 日 

 

宇津雅美は、事件当時誘導を実施した従業員に責任転嫁し、反省を深めた様子はないと 2024

年 12 月 23 日の大阪地裁で、中井裁判官に指摘されている（読売新聞オンライン 2024 年

12 月 23 日）。従って宇津雅美は、保身のために従業員の切り捨てをしていたと思われる。 

 

 


